
広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号 

 
広
島
県
立
産
業
会
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
十
八
号
）
別
表
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
、
広
島
県
立
ふ
く
や
ま
産
業
交
流
館
の
附
属
設
備
の
利
用
料
金
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
四
百
七
十
六
号
（
広
島
県
立
ふ
く
や
ま
産
業
交
流
館
の
附
属
設
備
の
利
用
料
金

の
範
囲
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

区 
 
 
 
 
  

 
 

分 

単  
 

位 

利 

用 

料 

金 

の 

範 

囲 

机 

一
日
一
脚
に
つ
き 

二
〇
〇
円
以
内

い
す 

一
日
一
脚
に
つ
き 

一
三
〇
円
以
内

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
） 
一
日
一
台
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇
円
以
内

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
） 

一
日
一
台
に
つ
き 

二
、
〇
〇
〇
円
以
内

可
動
い
す
装
置 

一
日
一
式
に
つ
き 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
内

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
据
付
式
） 

一
日
一
台
に
つ
き 

三
九
、
〇
〇
〇
円
以
内

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
携
帯
式
） 

一
日
一
台
に
つ
き 

一
三
、
〇
〇
〇
円
以
内

仮
設
ス
テ
ー
ジ 

一
日
一
式
に
つ
き 

二
、
六
〇
〇
円
以
内

テ
レ
ビ 

一
日
一
台
に
つ
き 
三
、
九
〇
〇
円
以
内

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

一
日
一
台
に
つ
き 

二
、
六
〇
〇
円
以
内

ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

一
日
一
台
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇
円
以
内

レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー 

一
日
一
本
に
つ
き 

二
六
〇
円
以
内

ス
ク
リ
ー
ン 

一
日
一
台
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇
円
以
内

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク 

一
日
一
本
に
つ
き 

九
一
〇
円
以
内

マ
イ
ク
（
ス
タ
ン
ド
付
） 

一
日
一
本
に
つ
き 

六
五
〇
円
以
内

シ
ャ
ワ
ー
設
備 

一
室
一
回
に
つ
き 

一
三
〇
円
以
内

 


